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総合計画課
� 042（346）9829
（４月以降、まちづくり課）

・取り引きを行おうとするときは、土地取引行為の３か月前まで

に、その内容を市に届け出ます

・市は、都市計画マスタープランに照らして必要があると認めると

きは、助言を行うことができます

　まちづくりには長い歳月がかかるものです。また皆さんの協力なくしてはなかなか進まないもので

もあります。都市計画道路の整備、駅前開発や土地区画整理、地区計画の策定など、さまざまな課題

があります。今回の条例制定を機に、身近な地域のことを見つめ直してみませんか。
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� 事業面積が５００㎡以上の開発行為
� 事業面積が１,０００㎡ 以上、または延床面積が１,０００㎡
以上の建築行為

� 独立に区画された戸数が１６以上（集合住宅など）の
建築行為

� 事業面積が５,０００㎡以上の開発事業
� 計画戸数が１００戸以上の集合住宅に係る建築行為
� 延床面積が１０,０００㎡以上の建築行為

（１）事業者は「土地利用構想」を市へ届け出ます

（２）届け出のあった構想は公告し、３週間の縦覧を行います

（３）事業者は事業内容について標識を設置し、住民説明会を開催

します。説明会の内容は、説明会の翌日から１週間以内に市

へ報告します

（４）周辺住民の方（事業区域から一定範囲の方）で、安全で快適

なまちづくりの推進を図る見地から事業内容に意見がある場

合は、公告の日の翌日から４週間以内に市に意見書を提出す

ることができます。意見書は事業主に送付されます

（５）事業主は意見書に対する見解書を市に提出します

（６）意見書および見解書は２週間の縦覧を行います

（７）市は、事業内容が都市計画マスタープランの方針に適合しな

いと認めるときは、助言・指導を行うことができます

※大規模開発事業では、以上の手続きを行ったのちに、開発事業の

手続き（下図、「事前相談書の提出」以下）に進みます。

　手続きの流れは、これまで市が行ってきた宅地開発・建築物建築

の事前協議の手続きと同様ですが、次の点を新たに加えました。

　・市の事前審査により「開発基準適合通知書」を交付します
　・事業内容の標識を設置すべき旨を明示しました
　・工事完了後に行う検査により「完了検査終了証」を交付します
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５,０００㎡以上の土地を取り引きしようとするとき
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◆勧告・公表
　事業者などが必要な届け出などを怠っているときは、市は勧告を
行い、なおも従わない場合には事業者の名称や経緯などを公表する
ことができる規定を設けています。

●小平市土地利用審議会とは
　学識経験者で構成され、市長の諮問に応じる附属機関です。事業
者などに助言・指導を行うとき（大規模土地取引、大規模開発事業）、
または勧告・公表を行うときには、土地利用審議会の意見を聞くこ
ととしています。
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